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(4) 深大寺地区における都市計画等の決定状況 

ア 用途地域 

・地区内の用途地域は，武蔵境通り及び三鷹通り沿道を除き，第一種低層住居専用地域であり，

容積率８０％，建ぺい率４０％となっている。神代植物公園の都市計画区域では，容積率６０％，

建ぺい率３０％となっています。これらの地域は，第一種高度地区（絶対高さ１０ｍ以下）と

なっています。 

・武蔵境通り沿道は第二種中高層住居専用地域，三鷹通り沿道は第一種中高層住居専用地域で，

どちらも容積率２００％，建ぺい率６０％となっており，第二種高度地区（絶対高さ２５ｍ以

下）となっています。 

・深大寺通り南から国分寺崖線を中心とした一帯で，宅地造成工事規制区域に指定されています。 

調布市都市計画図（出典：調布市都市計画図（平成２４年３月）） 
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イ 特別用途地区：深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区（平成１８年４月） 

深大寺通り沿道の良好な住環境の保護と，観光関連産業の保護育成を図るため，特別用途地区

の指定と，「調布市深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区における建築物の制限の緩和に関

する条例」が平成１８年４月に施行されています。 

(ｱ) 観光関連産業の保護育成のために緩和する用途 

・そば店又は日本料理店で，床面積の合計が２５０㎡以内のもの 

・喫茶店又は甘味店で，床面積の合計が１５０㎡以内のもの 

・民芸品店，菓子屋又は花屋で，床面積の合計が１５０㎡以内のもの 

・花屋を除く上記内の当概店舗において販売する物品を製造するための作業場で，床面積の

合計が５０㎡以内のもの（原動機を使用する場合にあっては，その出力の合計が０．７５

ｋｗ以下のもの） 

(ｲ) 観光振興のために緩和する用途 

・床面積の合計が３０㎡以内の，観光案内所，公衆便所，その他これらに類する公益上必要

な建築物 

特別用途地区区域図（出典：深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区の概要） 
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調布市深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区における建築物の制限の緩和に関する条例 

平成１８年３月２３日 

（趣旨）                                   調布市条例第４号 

第１条 この条例は，深大寺通りの沿道の良好な住居の環境を保護するとともに観光関連産業の保護育成に

資するため，建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第49条第2項の規定による建築物

の建築の制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) そば店等 そば店又は日本料理店を営むための店舗をいう。 

(2) 喫茶店等 喫茶店又は甘味店を営むための店舗をいう。 

(3) 民芸品店等 民芸品店，菓子屋又は花屋を営むための店舗をいう。 

(4) 作業場 そば店等，喫茶店等又は民芸品店等（花屋を除く。）内の，当該店舗において販売する物品を

製造，加工等するための部分で，その床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場

合にあっては，その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）をいう。 

２ 前項に規定するもののほか，この条例における用語の意義は，法及び建築基準法施行令（昭和25年政令

第338号）の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は，都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第1項の規定により，同法第8条第1項第2

号に掲げる特別用途地区として指定する深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区に係る都市計画の決定

の告示があった区域（以下「深大寺通り保護育成地区」という。）について適用する。 

２ この条例は，建築物の敷地が深大寺通り保護育成地区の内外にわたる場合において，当該敷地の2分の1

を超える部分が深大寺通り保護育成地区内にあるときは当該敷地の全部について適用し，当該敷地の2分の

1以下の部分が深大寺通り保護育成地区内にあるときは当該敷地の全部について適用しない。 

（建築制限の緩和） 

第４条 前条の規定による区域内においては，法第48条第1項の規定による建築することができる建築物のほ

か，次の各号に掲げる建築物を建築することができる。 

(1) そば店等（従たる用途として喫茶店等又は民芸品店等を兼ねるものを含む。）で，床面積（当該建築

物が住宅を兼ねる場合はその居住の用に供する部分の床面積を除き，作業場を有する場合は当該作業場の

床面積を含む。次号及び第3号において同じ。）の合計が250平方メートル以内のもの 

(2) 喫茶店等（従たる用途としてそば店等又は民芸品店等を兼ねるものを含む。）で，床面積の合計が150

平方メートル以内のもの 

(3) 民芸品店等（従たる用途としてそば店等又は喫茶店等を兼ねるものを含む。）で，床面積の合計が150

平方メートル以内のもの 

(4) 観光案内所，公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物で，床面積の合計が30平方メートル

以内のもの 

(委任) 

第５条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，規則で定める日から施行する。 

（平成１８年４月規則第７８号で，同１８年４月３日から施行） 
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ウ 生産緑地地区 

生産緑地地区とは，市街化区域内の都市農地などのもつ緑地機能や防災機能などの多面的機能

を生かして，良好な都市環境を確保することを目的として定められる地域地区を指します。 

農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制され，指定後３０年経過後又は主たる

従事者の死亡等の場合に，農地所有者が市町村長に対し，買取りを申出ることができます。深大

寺地区内及び周辺では，深大寺通り南側及び神代植物公園東側等で指定されています。 

生産緑地地区位置図（平成２４年３月都市計画図を基に作成） 
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エ 都市計画道路 

深大寺地区内及び周辺の都市計画道路は，下図のとおりとなっています。このうち，調布３・

４・３０号線（調布３・４・１１号線～調布３・５・１２号線の区間）は，「多摩地域における

都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）（平成１８年４月，東京都・２８市町）」において，

要検討路線として位置付けられ，「深大寺地区においては，調布保谷線（調布３・２・６号線）

を軸とした環境軸の形成に向けて良好な都市空間の創出や，風情ある街なみの保全，にぎわいの

創出などを目指したまちづくりについて検討することとし，その中で，調布３・４・３０号線に

ついてもあり方を検討していきます」となっていることから，本計画に基づく各種事業の進捗を

図る中で方向性を見出すこととし，平成２８年度以降の第四次事業化計画の策定に向けた検討を

進めていく予定です。 

 

都市計画道路の概要 

路線名 幅員 状況（平成24年3月現在） 

調布3・2・6号線（佐須街道～東八道路） 36m 整備中 

調布3・4・26号線（佐須街道～東八道路） 16m 未整備（概成） 

調布3・5・12号線（深大寺通り） 12m 整備済 

調布3・4・11号線（三鷹通り～武蔵境通り） 16m 整備中（優先整備路線） 

調布3・4・30号線（佐須街道～深大寺通り） 12m 未整備（要検討路線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路位置図（出典：調布のみちづくりパンフレット（平成２４年２月）） 
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オ 都市計画公園・緑地等 

都市計画神代公園は，都立神代植物公園や深大寺地区，都立農業高校神代農場，調布市自然広

場周辺を含む約１００ｈａで，昭和３２年１２月に都市計画決定されており，一部が事業認可を

受けて公園として一般開放されています。 

「都市計画公園・緑地の整備方針（改定），平成２３年１２月・東京都・特別区・市町」では，

都市計画区域のうち，今後１０年間（平成３２年度まで）で優先的に整備すべき区域として，新

たに事業認可を取得する「新規事業化区域」と，既に事業認可を取得している「事業促進区域」

が指定されています。優先整備区域箇所は，調布市深大寺元町５丁目，深大寺北町２丁目，深大

寺南町４丁目，５丁目各地内で，このうち，事業促進区域が約７.６６ｈａ，新規事業化区域が

約３.８１ｈａ指定されています。 

なお，都市計画緑地の指定はありません。 

 

神代公園の開園区域等 
（出典：都市計画公園・緑地の整備方針（改定）（平成２３年１２月，東京都・特別区・市町）） 
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カ 街づくり推進地区（深大寺周辺地区） 

深大寺通り街づくり協議会等の地区住民の方々と連携を図りながら，地区の街づくりを進めて

いくため，調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例第９条に基づき，平成２４年７月，

深大寺周辺地区を「街づくり推進地区」に指定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街づくり推進地区（深大寺周辺地区）位置図 


